
いけだ市議会だより 平成 2 8 年（2 0 1 6 年）2 月 1日

編集発行：池田市議会
住所：大阪府
　　　池田市城南
　　　1丁目1番1号
郵便番号：563-8666
TEL：072 - 7 5 2 - 1 1 1 1
FAX：072 - 7 5 3 - 5 4 1 4
http://www.city.ikeda.

osaka.jp/

No.147

12月 定 例 会・ ・・・ ・ 2
意　　見　　書 ・ ・・・・・・ ・3
議　会　日　誌 ・ ・・・・・・ ・3

本 会 議 ル ポ ・・・・・ ・4

市議会のしくみ・ ・・・ ・ 6
議　決　結　果 ・ ・・・・・・ ・8

や　ま　ば　と ・ ・・・・・・ ・8

いけだ市議会だよりは再生紙を使用しています。

平成28年　池田市成人の集い



H.28（2016）.2.1 ● 2

　

12
月
定
例
会
は
、
12
月
８
日
に
開
会
し
、
市
長
か
ら
の
報
告
案
件
１
件
と
議
案
６

件
が
提
出
さ
れ
、
本
会
議
で
審
議
を
行
い
、
い
ず
れ
も
承
認
・
可
決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
９
月
定
例
会
で
閉
会
中
の
常
任
委
員
会
に
審
査
付
託
し
た
平
成
26
年
度
各

会
計
決
算
８
件
に
つ
い
て
も
認
定
し
ま
し
た
。

　

今
定
例
会
で
は
、
議
案
を
委
員
会
に
付
託
せ
ず
本
会
議
で
審
議
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
の
で
12
月
14
日
の
本
会
議
で
７
件
の
審
議
を
行
い
、
意
見
書
を
採
択
し
て
閉
会

し
ま
し
た
。

地
域
限
定
保
育
士
制
度
導
入

に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備

　

経
済
活
動
の
拠
点
の
形
成
に
向
け
て
、

規
制
改
革
等
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進

を
目
的
に
制
定
さ
れ
た
国
家
戦
略
特
別

区
域
法
の
一
部
改
正
が
あ
り
、
そ
の
中

で
保
育
士
の
不
足
地
域
に
お
け
る
保
育

需
要
に
応
え
る
た
め
、
国
家
戦
略
特
別

区
域
限
定
保
育
士
（
地
域
限
定
保
育

士
）
制
度
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

に
伴
い
、
池
田
市
で
も
こ
の
制
度
を
活

用
す
る
た
め
に
関
係
条
例
を
整
備
す
る

条
例
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
で
は
、
地
域
限
定
保
育
士

の
資
格
を
得
た
地
域
で
３
年
間
保
育
士

と
し
て
勤
務
す
れ
ば
、
４
年
目
以
降
は

全
国
で
の
勤
務
が
可
能
と
な
る
と
い
う

内
容
で
、
市
の
条
例
や
規
則
で
定
め
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
家
庭
的
保
育
事

業
、
小
規
模
保
育
事
業
所
Ａ
型
及
び
Ｂ

型
並
び
に
事
業
所
内
保
育
事
業
及
び
放

課
後
児
童
支
援
員
の
資
格
要
件
を
改
め

る
も
の
で
す
。

　

当
市
の
保
育
士
の
実
情
、
通
常
の
保

育
士
と
の
資
格
の
違
い
や
機
会
均
等
に

対
す
る
見
解
、
本
市
独
自
の
取
り
組
み

な
ど
に
つ
い
て
質
疑
が
交
わ
さ
れ
ま
し

た
が
、
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

市
税
条
例
等
の
一
部
改
正

　

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
や
行
政
手

続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
）
の
施
行
等
に
伴

う
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

内
容
は
、

○
地
方
税
の
猶
予
制
度
の
見
直
し
に
伴

う
改
正

○
市
民
税
の
関
係
に
お
い
て
は
、
定
義

規
定
の
改
正
及
び
所
得
税
法
の
一
部

改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
、
所
得
税

に
お
け
る
国
外
転
出
時
課
税
制
度
の

創
設
に
伴
う
改
正
、
寄
附
金
税
額
控

除
に
係
る
改
正
、
個
人
市
民
税
の
住

宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
適
用
期

限
の
延
長

○
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
に
係
る
改

正
○
旧
３
級
品
の
紙
巻
た
ば
こ
に
係
る
市

た
ば
こ
税
の
税
率
の
特
例
の
廃
止

で
す
。

　

審
議
の
中
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
活
用

に
伴
う
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
可
能
性
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
対
策
と
し
て
民
間
へ

の
利
用
拡
大
は
不
利
益
が
予
測
さ
れ
る

な
ど
、
条
例
改
正
へ
の
反
対
意
見
が
出

さ
れ
ま
し
た
が
、
賛
成
多
数
で
可
決
し

ま
し
た
。

一
般
会
計
な
ど
の

補
正
予
算
を
可
決

　

病
院
事
業
会
計
に
つ
い
て
、
新
た
な

Ｃ
型
肝
炎
治
療
薬
２
品
目
の
購
入
費
と

し
て
₁₃
億
１
１
０
０
万
円
、
そ
れ
に
伴

う
病
院
事
業
収
益
と
し
て
入
院
収
益
１

億
１
３
１
８
万
円
と
外
来
収
益
₁₂
億
４

４
９
３
万
円
を
追
加
す
る
補
正
予
算
が

提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し

た
。

　

こ
の
補
正
予
算
は
、
新
薬
の
発
売
に

基
づ
く
も
の
で
、
約
２
２
０
人
の
患
者

数
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
患
者
は
、
医

療
費
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
、
１
万
円
か
ら
２
万
円
と
、
低
負
担

で
効
果
の
高
い
治
療
を
受
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
一
般
会
計
に
つ
い
て
は
、
国

民
健
康
保
険
特
別
会
計
へ
の
繰
り
出
し

と
し
て
、
コ
ン
ビ
ニ
収
納
の
増
加
に
よ

る
手
数
料
の
増
額
に
伴
う
対
応
、
児
童

医
療
費
助
成
の
増
加
に
伴
う
対
応
、
民

間
保
育
士
の
確
保
に
向
け
た
保
育
士
用

宿
舎
借
り
上
げ
費
用
補
助
、
認
定
こ
ど

も
園
の
整
備
、
小
規
模
保
育
事
業
所
の

耐
震
改
修
費
用
の
補
助
、
秦
野
小
学
校

耐
震
補
強
事
業
と
し
て
の
北
校
舎
解
体

工
事
な
ど
、
総
額
１
億
５
７
６
１
万
円

の
追
加
と
と
も
に
、
府
・
市
合
同
庁
舎

の
非
常
用
発
電
機
等
更
新
事
業
の
債
務

負
担
行
為
補
正
予
算
な
ど
を
全
会
一
致

で
可
決
し
ま
し
た
。

12
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₁₄₇

意
　 

見
　 

書

　

₁₂
月
定
例
会
に
お
い
て
は
、
次
の
意

見
書
を
採
択
し
、
関
係
機
関
に
送
付
し

ま
し
た
。

○
杭
打
ち
デ
ー
タ
偽
装
問
題
の
徹
底
解

明
と
再
発
防
止
を
求
め
る
意
見
書

議

会

日

誌

議会の予定議会の予定

2月29日（月）本　会　議

3月 4日（金）本　会　議

3月 7日（月）本　会　議

3月 9日（水）委　員　会

3月10日（木）委　員　会

3月11日（金）委　員　会

3月16日（水）委　員　会

3月25日（金）本　会　議

　３月定例会は、次の日程で
開催する予定です。
　本会議・委員会はいつでも
傍聴できます。（定員あり）

　

委
員
会
を
傍
聴
さ
れ
る
方
に
対
し
、

議
案
書
等
の
貸
出
を
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
別
室
で
音
声
を
聞
く
方
に
対

し
て
は
、
部
数
の
都
合
で
行
っ
て
お
り

ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

議
案
書
の
貸
出
を
し
て
い
ま
す

（
常
任
委
員
会
）

　

去
る
₁₁
月
４
日
（
水
）
に
議
員
が
出

席
し
て
、
関
西
学
院
大
学
法
学
部
教

授
・
吉
田
悦
教
氏
を
招
き
、
「
地
方
自

治
と
地
方
議
会
」
と
題
し
て
、
議
員
研

修
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

地
方
公
共
団
体
の
し
く
み
や
地
方
議

会
の
現
状
と
改
革
の
ポ
イ
ン
ト
、
議
会

と
首
長
と
の
関
係
、
地
方
議
会
の
選
挙

制
度
、
平
成
₂₄
年
の
地
方
自
治
法
の
改

正
点
な
ど
に
つ
い
て
講
義
を
受
け
ま
し

た
。

10
　
月

₁₀
月
６
日　

決
算
説
明
会

₁₀
月
₁₃
日　

土
木
消
防
委
員
会

₁₀
月
₁₅
日　

厚
生
委
員
会

₁₀
月
₂₀
日　

文
教
病
院
委
員
会

₁₀
月
₃₀
日　

総
務
委
員
会

11
　
月

₁₁
月
９
日　

市
議
会
だ
よ
り
編
集

　
　
　
　
　

特
別
委
員
会

₁₁
月
₁₃
日　

各
派
代
表
者
会
議

₁₂
 
月

₁₂
月
１
日　

各
派
代
表
者
会
議

　
　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

₁₂
月
８
日　

市
議
会
定
例
会

₁₂
月
９
日　

市
議
会
だ
よ
り
編
集

　
　
　
　
　

特
別
委
員
会

₁₂
月
₁₄
日　

各
派
代
表
者
会
議

　
　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　
　

市
議
会
定
例
会

1
 
月

１
月
８
日　

市
議
会
だ
よ
り
編
集

　
　
　
　
　

特
別
委
員
会

１
月
₁₅
日　

市
議
会
だ
よ
り
編
集

　
　
　
　
　

特
別
委
員
会

議
員
研
修
会
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本
会
議

ル
ポ

　

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図

る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
及
び
非
常
勤
消
防
団

員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め

る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施

行
に
伴
い
、
損
害
補
償
額
の
算
定
に
お

い
て
、
他
の
法
律
に
よ
る
給
付
と
併
給

調
整
す
る
た
め
に
用
い
る
率
が
変
更
さ

れ
た
た
め
、
平
成
₂₇
年
９
月
₃₀
日
付
で

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一

部
を
改
正
し
た
専
決
処
分
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。

　

審
議
の
中
で
は
、「
特
殊
公
務
災
害
加

算
等
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
池
田
市
消

防
団
員
に
適
用
加
算
と
な
る
対
象
者
は
、

現
在
い
な
い
」、「
今
回
の
共
済
年
金
か

ら
厚
生
年
金
へ
の
一
元
化
に
伴
っ
て
、

消
防
団
員
等
が
身
を
挺
し
て
行
っ
た
こ

と
で
災
害
に
あ
っ
た
場
合
、
手
厚
い
対

応
を
し
て
い
く
た
め
に
条
例
改
正
を
行

っ
た
」
な
ど
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
等
の
施
行
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
）
等
の
一
部
施
行
、
ま
た
、
市

税
に
係
る
減
免
申
請
期
限
が
納
期
限
７

日
前
で
あ
る
と
こ
ろ
を
納
期
限
ま
で
に

延
長
す
る
な
ど
の
納
税
環
境
の
整
備
を

図
る
た
め
、
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

審
議
の
中
で
は
、「
市
税
の
徴
収
猶
予

に
関
す
る
こ
と
は
地
方
税
法
で
は
直
接

う
た
わ
れ
て
お
ら
ず
、
国
税
徴
収
法
に

準
じ
て
行
っ
て
き
た
」、「
地
方
税
の
猶

予
制
度
の
月
数
に
関
し
て
は
国
税
の
場

合
は
納
期
限
か
ら
６
个
月
以
内
で
あ
り
、

大
阪
府
の
案
も
同
じ
で
あ
っ
た
の
で

そ
れ
に
準
じ
て
申
請
期
間
を
設
け
た
」、

「
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
制
度
の
導

入
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
納
税
履
行
の

確
保
な
ど
に
寄
与
す
る
も
の
と
考
え

る
」
な
ど
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改

革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
に
よ
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
国
家
戦
略
特
別
区
域

限
定
保
育
士（
地
域
限
定
保
育
士
）
の

資
格
を
有
す
る
者
を
職
員
等
の
資
格
要

件
に
加
え
る
た
め
、
関
係
条
例
の
整
理

に
関
す
る
条
例
制
定
が
提
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

審
議
の
中
で
は
、「
本
年
度
に
お
い
て

地
域
限
定
保
育
士
を
採
用
し
て
い
る
地

域
は
、
大
阪
府
、
神
奈
川
県
、
沖
縄
県

及
び
千
葉
県
成
田
市
で
あ
る
」、「
本
市

に
お
い
て
は
地
域
限
定
保
育
士
と
通
常

の
保
育
士
の
取
り
扱
い
は
同
じ
で
あ

る
」、「
地
域
限
定
保
育
士
の
期
間
で
あ

る
３
年
が
経
つ
と
通
常
の
保
育
士
に
な

る
」、「
地
域
限
定
保
育
士
の
狙
い
と
し

て
は
、
採
用
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
に

重
き
が
あ
る
の
で
、
長
く
勤
務
し
て
も

ら
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
追
加
の
施

策
が
必
要
で
あ
る
」な
ど
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　

12
月
定
例
会
で
は
、
委
員
会
付
託
せ
ず
７
件
の
議
案
を
本
会
議

で
審
議
し
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
承
認
・
可
決
し
ま
し
た
。

　

各
議
案
に
対
す
る
主
な
審
議
内
容
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

池
田
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の

一
部
改
正（
処
分
報
告
）

池
田
市
市
税
条
例
等
の
一
部
改
正

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
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₁₄₇

　

材
料
費
の
増
加
に
伴
う
収
益
的
収
入

及
び
支
出
の
増
額
、
起
債
の
限
度
額
及

び
た
な
卸
資
産
の
購
入
限
度
額
の
補
正

を
す
る
病
院
事
業
会
計
の
補
正
予
算
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

審
議
の
中
で
は
、「
今
回
の
補
正
予
算

で
購
入
す
る
Ｃ
型
肝
炎
の
治
療
薬
の
特

徴
は
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
の
注
射
と

は
違
い
、
飲
み
薬
で
あ
る
。
効
用
は
、

今
ま
で
の
薬
が
免
疫
力
を
高
め
る
薬
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
新
薬
は
ウ
イ
ル
ス

の
増
殖
を
阻
害
す
る
薬
と
な
っ
て
お
り
、

今
ま
で
の
薬
に
比
べ
て
治
療
期
間
が
短

く
、
副
作
用
も
少
な
い
」、「
Ｃ
型
肝
炎

に
対
す
る
医
療
費
助
成
は
、
国
と
府
が

そ
れ
ぞ
れ
２
分
の
１
ず
つ
負
担
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
」、「
池
田
病
院
で
の

新
薬
を
用
い
た
Ｃ
型
肝
炎
の
治
療
方
法

は
、
１
週
間
程
度
入
院
し
て
患
者
の
状

況
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
後
の
₁₁
週

間
は
院
内
処
方
に
よ
る
治
療
を
行
い
、

完
治
ま
で
見
守
っ
て
い
く
」
な
ど
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
の
共
同
処
理

す
る
事
務
に
四
條
畷
市
、
太
子
町
及
び

千
早
赤
阪
村
に
係
る
水
道
事
業
の
経
営

に
関
す
る
事
務
を
追
加
す
る
こ
と
及
び

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
規
約
を
変
更
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
市
町
村
と
協

議
を
行
う
た
め
、
本
議
案
が
提
出
さ
れ

ま
し
た
。

　

審
議
の
中
で
は
、「
今
回
、
大
阪
広
域

水
道
企
業
団
の
共
同
処
理
す
る
事
務
に

３
市
町
村
の
水
道
事
業
の
経
営
に
関
す

る
事
務
が
追
加
さ
れ
た
最
大
の
理
由
は
、

３
市
町
村
に
お
い
て
技
術
職
員
の
確
保

と
技
術
の
継
承
が
困
難
に
な
っ
た
た
め
、

水
道
企
業
団
に
事
業
を
委
ね
る
こ
と
に

な
っ
た
」、「
本
協
議
に
つ
い
て
は
、
３

市
町
村
に
お
い
て
は
去
る
９
月
定
例
会

に
お
い
て
既
に
議
決
済
み
で
あ
る
。
残

り
の
₃₉
市
町
に
つ
い
て
は
、
同
一
内
容

で
₁₂
月
定
例
会
に
上
程
ま
た
は
上
程
予

定
と
な
っ
て
お
り
、
１
議
会
で
も
否
決

さ
れ
る
と
本
協
議
は
成
立
し
な
い
こ
と

に
な
る
」
な
ど
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
補
正
予
算
で
は
、
歳
入
・

歳
出
予
算
総
額
に
１
億
５
７
６
１
万
円

の
追
加
補
正
が
さ
れ
ま
し
た
。
小
学

校
耐
震
補
強
工
事
に
つ
い
て
は
、
秦
野

小
学
校
北
校
舎
の
解
体
工
事
費
用
を
平

成
₂₈
年
度
に
繰
り
越
し
て
使
用
で
き
る

よ
う
に
し
ま
す
。
ま
た
、
府
・
市
合
同

庁
舎
非
常
用
発
電
機
等
更
新
事
業
や
私

立
保
育
所
等
整
備
補
助
事
業
に
つ
い
て
、

債
務
負
担
行
為
補
正
を
行
い
ま
す
。

　

審
議
の
中
で
は
、「
秦
野
小
学
校
北
校

舎
の
解
体
工
事
は
平
成
₂₈
年
４
月
か
ら

開
始
し
、
６
月
頃
の
完
了
を
め
ざ
す
」、

「
昭
和
₄₈
年
に
府
・
市
合
同
庁
舎
が
完

成
し
て
以
降
、
電
気
設
備
が
更
新
さ
れ

て
お
ら
ず
、
平
成
₂₇
年
９
月
の
関
東
・

東
北
豪
雨
の
被
害
も
踏
ま
え
、
庁
舎
の

地
下
に
あ
る
老
朽
化
し
た
非
常
用
自
家

発
電
設
備
を
含
め
た
電
気
設
備
を
地
上

に
て
更
新
す
る
」
な
ど
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

　

国
民
健
康
保
険
料
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
へ
の
収
納
手
数
料
の
増
額
に

伴
い
、
歳
入
・
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
の
予
算

総
額
に
₅₇
万
円
を
追
加
す
る
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
の
補
正
予
算
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。

　

審
議
の
中
で
は
、「
国
民
健
康
保
険
料

を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
は
市
内
に
約
₄₀
店
舗
あ

る
」、「
当
初
予
算
で
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
の
国
民
健
康
保
険
料
の
収

納
件
数
を
１
万
９
千
件
と
見
込
み
、
予

算
計
上
し
て
い
た
が
、
決
算
見
込
額
を

試
算
す
る
と
２
万
８
９
０
０
件
と
約

１
万
件
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
た
め
、
そ
の
分
の
収
納
手
数

料
を
今
回
、計
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」

な
ど
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
27
年
度
池
田
市
病
院
事
業
会
計補

正
予
算（
第
１
号
）

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
の
共
同
処
理
す
る
事
務
の
変
更

及
び
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
規
約
の
変
更
に
関
す
る
協
議

平
成
27
年
度
池
田
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
７
号
）

平
成
27
年
度
池
田
市
国
民
健
康
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）
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市議会のしくみ特
集

市議会とは？
　市議会は、市長あるいは議員などから提出された条例や予算などの議案を審議し、市政のありかた
を決定する議決機関です。
　議会には、年４回（おおむね３月、６月、９月、12 月に開催）の定例会と、必要に応じて開かれ
る臨時会とがあり、主に市長が招集して開かれます。
　また、行政の内容は細分化しているため、専門的に調査、審議する機関としての常任委員会や、市
政の重要課題に応じて設置される特別委員会などがあります。

本会議とは？
　定例会や臨時会において、議員全員が議
場に集まって開かれる会議を本会議といい
ます。
　議会の持つ議決権、調査権、同意権など
の権能は、この本会議に認められています。
　そして、この本会議で最終的な意思決定
を行います。本会議は議員定数の半数以上
が出席しないと開くことができません。

その他の会議
各派代表者会議
　議長、副議長のほか、所属議員が２名以
上の会派の代表者で構成し、議長が座長に
なります。主に会派間の連絡調整に関する
ことなどが話し合われます。
全員協議会
　市長から依頼のある事項または議会内の
協議すべき事項で特に全議員による協議を
要する場合に議長が招集して開催します。
　あくまで協議の場であり、ここでの協議
事項を決定事項とするためには、本会議で
の議決が必要になります。

市議会議員とは？
　市議会は、市民による直接選挙によって選ばれた
議員で構成されています。
　現在の池田市議会議員の任期は、平成 27 年５月
１日から平成 31 年４月 30 日までの４年間です。

委員会とは？
　池田市議会の委員会構成は、４つ（総務委員会、
文教病院委員会、厚生委員会、土木消防委員会）の
常任委員会と３つ（空港・交通問題調査特別委員会、
まちづくり防災特別委員会、市議会だより編集特別
委員会）の特別委員会、それに、議会の円滑な運営
を図るため、会期や本会議の議事進行などについて
協議する議会運営委員会があります。
　議員は必ず、１つの常任委員会と特別委員会に所
属しますが、議長と副議長は特別委員会には所属し
ないことになっています。また、議会運営委員会は
議長と副議長、そして、所属議員が３人以上の会派
代表者で構成されています。

　「いけだ市議会だより」は年５回（１月、２月、５月、８月、11月）発行し、議会において議論され
た内容を市民の皆様にお届けしていますが、本号では特集記事として、「市議会のしくみ」をお伝
えします。この記事を通じて、市議会への理解を深め、より身近に感じていただければと思います。

議員定数の変遷

・30人（～昭和62年4月）

・27人（昭和62年5月～）

・24人（平成11年5月～）

・23人（平成23年5月～）

・22人（平成27年5月～）
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₁₄₇

請願・陳情とは？
　請願と陳情は、どちらも住民（市外の方、法人も可）が池田市議会に対して池田市政についての要
望を申し出るもので、内容を審議し採択されれば市長などに送付します。
　なお、採択された請願と陳情は、その内容が実現されるよう市長などに要望しますが、必ず従わな
ければならないとは規定していないため、あくまで努力目標です。
請願の提出
　文書で趣旨、理由、提出年月日、請願者の住所と氏名（法人は名称、代表者名）及び紹介議員の氏
名を記載、押印し、議長あてに提出します。
陳情の提出
　提出方法などは請願と同じですが、議員の紹介は不要です。

市民、市議会、市長との関係

市　　長
（執行機関）

市 議 会
（議決機関）

市　　　　民

委員会
・常任委員会
・特別委員会
・議会運営委員会

本会議
・定例会
・臨時会

【委員会付託の場合】
（１）議案の上程
　　　 

▶

（２）提案者の説明
　　　 

▶

（３）質疑応答
　　　 

▶

（４）委員会に付託
　　　 

▶

委員会の（５）～（８）
　　　 

▶

〈継続会〉
（９）委員長報告
　　　 

▶

（10）討　　論
　　　 

▶

（11）採　　決

【本会議即決の場合】
（１）議案の上程
　　　 

▶

（２）提案者の説明
　　　 

▶

（３）質疑応答
　　　 

▶

（４）討　　論
　　　 

▶

（５）採　　決

審議の流れ

（５）提案者の説明（本会議で行われた場合は省略）
　　　 

▶

（６）質疑応答
　　　 

▶

（７）討　　論
　　　 

▶

（８）採　　決

審
査
報
告

本会議や委員会の公開、
市議会だよりの発行 行政サービス

審
査
付
託

選挙、
請願・陳情 選挙

予算・条例等の議案の提出、解散

予算・条例等の議案の議決、不信任決議
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○市長提出議案及び議決の結果
議　　　　案　　　　名 議決の結果

平成26年度池田市病院事業会計決算の認定について 認　　定（全員異議なし）

平成26年度池田市水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 可決及び認定（全員異議なし）

平成26年度池田市公共下水道事業会計決算の認定について 認　　定（全員異議なし）

平成26年度池田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 認　　定（賛 成 多 数）

平成26年度池田市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 認　　定（全員異議なし）

平成26年度池田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認　　定（賛 成 多 数）

平成26年度池田市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認　　定（賛 成 多 数）

平成26年度池田市一般会計歳入歳出決算の認定について 認　　定（賛 成 多 数）

処分報告について
専決第９号　池田市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 承　　認（全員異議なし）

国家戦略特別区域法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 原案可決（全員異議なし）

池田市市税条例等の一部改正について 原案可決（賛 成 多 数）

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及び大阪広域水道企業団規約の変更
に関する協議について 原案可決（全員異議なし）

平成27年度池田市病院事業会計補正予算（第１号） 原案可決（全員異議なし）

平成27年度池田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 原案可決（全員異議なし）

平成27年度池田市一般会計補正予算（第７号） 原案可決（全員異議なし）

　

市
民
の
皆
さ
ま
に
は
日
頃
よ
り
市

議
会
に
対
し
、
温
か
い
ご
支
援
・
ご

指
導
を
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　

議
会
と
し
て
は
昨
年
も
市
民
の
皆

さ
ま
に
と
っ
て
安
全
で
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
そ
の
思
い
が
昨
年
の

世
相
を
表
す
「
安
」
に
も
表
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
議
員
は
、
市
民
の
皆
さ
ま

と
の
か
か
わ
り
を
大
切
に
し
、
さ
ら

に
開
か
れ
た
議
会
へ
と
議
会
改
革
に

努
め
な
が
ら
「
市
民
の
皆
さ
ま
に
伝

わ
る
市
議
会
だ
よ
り
」
づ
く
り
を
め

ざ
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

市
議
会
だ
よ
り
編
集
特
別
委
員
会

委
員
長　

三
宅　

正
起

副
委
員
長　

倉
田　
　

晃

委　
　

員　

小
林　

吉
三

委　
　

員　

羽
田　

達
也

委　
　

員　

荒
木　

眞
澄

委　
　

員　

前
田　
　

敏

委　
　

員　

細
井　
　

馨

　

市
内
に
お
住
ま
い
の
視
覚
障
が
い
の

あ
る
方
（
障
が
い
者
手
帳
の
１
・
２

級
）
に
、
「
声
の
市
議
会
だ
よ
り
」
を

無
料
で
、
郵
送
に
よ
り
貸
し
出
し
て
い

ま
す
。お

問
い
合
わ
せ
は
議
会
事
務
局　

（
電
話
７
５
４
・
６
１
７
０
）

「
声
の
市
議
会
だ
よ
り
」
を

郵
送
で
貸
し
出
し
ま
す

本
会
議
・
委
員
会
を

傍
聴
し
ま
し
ょ
う

　

本
会
議
・
委
員
会
は
誰
で
も
傍
聴
で

き
ま
す
。

　

本
会
議
は
、
市
役
所
４
階
傍
聴
席
入

口
で
住
所
、
氏
名
を
記
入
す
る
だ
け
で

傍
聴
で
き
ま
す
。

　

本
会
議
を
傍
聴
さ
れ
る
方
へ
の
手
話

通
訳
も
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
希

望
の
方
は
、
事
前
（
概
ね
５
日
前
ま

で
）
に
議
会
事
務
局
ま
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

　

委
員
会
は
、
傍
聴
席
の
関
係
で
５
人

ま
で
傍
聴
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
５
人
を
超
え
た
時
は
、
別
室

で
音
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。


